
令和６年度　公文書開示（11月決定分）

月
整
理
番
号

請　求
年月日

決　定
年月日

公文書の件名
総
枚
数

開
示

一
部
開
示

不
開
示

不
存
在

存
否
応
答
拒
否

1
号

2
号

3
号

4
号

5
号

6
号

7
号

8
号

9
号

不開示理由等 所管局部課等

1 R6.9.5 R6.11.1
「令和６年度中学校英語スピーキングテスト（ESAT-J YEAR 3）実施要項」策定
原議 39 1

教育庁グローバ
ル人材育成部国
際教育企画課

2 R6.9.5 R6.11.1 保護者・生徒用申し込みマニュアル送付事務連絡 40 1 1

【専用ポータルサイトの二次元コード及びURL】
公にすることにより、受験対象者以外からのアクセスが増えるなど、事務事業
の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
（東京都情報公開条例第７条第６号）

教育庁グローバ
ル人材育成部国
際教育企画課

3 R2.3.5 R6.11.1

・文部科学省初等中等教育局財務課からのメール文
・CEART第13回会合報告書（英語版）
・ILO総会におけるCAS（基準適用委員会）（令和元年６月）
での日本政府発言要旨（日本語版）

50 1 1

東京都情報公開条例第７条第６号に該当
文部科学省からのメール文のうち、「メールアドレス」及び「内線番号」につ
いては、公にすることにより、業務と関連のない電話、メールや回答が送信さ
れる等、事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

教育庁人事部勤
労課

4 R2.3.5 R6.11.1
・CEART第13回会合報告書（英語版）
・ILO総会におけるCAS（基準適用委員会）（令和元年６月）での日本政府発言
要旨（日本語版）

49 1
教育庁指導部管
理課

5 R2.3.5 R6.11.5

2014年９月～2020年２月の間に、文科省初等中等局財務課（2018年９月以前は
初等中等局初等中等教育企画課）から、都教委人事部職員課・勤労課、指導部
企画課、総務部教育政策課宛てに送られてきた国際人権に関わる文書及びメー
ルのすべて。
　同じく、都教委人事部職員課・勤労課、指導部企画課、総務部教育政策課か
ら文科省初等中等局財務課（2018年９月以前は初等中等局初等中等教育企画
課）宛てに送られた国際人権に関わる文書及びメールすべて。

1 当該請求の対象となる公文書は作成及び取得しておらず、存在しないため
教育庁総務部教
育政策課

6 R6.9.6 R6.11.5 令和５年度クォータリーミーティング次第 3 1
教育庁グローバ
ル人材育成部国
際教育企画課

7 R6.9.6 R6.11.5
・令和６年度年次総会議事録
・令和５年度クォータリーミーティング議事録

4 1 1 1

・事業者及び協力会社の社員名は、特定の個人を識別することができるもの
（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することできることとな
るものを含む。）又は特定の個人を識別することはできないが、公にすること
により、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもののため（東京都情報公
開条例第７条第２号）
・事業者の協力会社名は、試験の運営に係る情報であり、試験の制度設計に関
する情報であるため、公にすることにより、公正・公平な試験の実施が困難と
なり、当該事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため（東京都情報公
開条例第７条第６号）
・事業者の社員名は、特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照
合することにより、特定の個人を識別することできることとなるものを含
む。）又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、な
お個人の権利利益を害するおそれがあるもののため

教育庁グローバ
ル人材育成部国
際教育企画課

決定区分 （根拠規定）条例７条
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決定区分 （根拠規定）条例７条

8 R6.9.16 R6.11.14

・第１グループ（質問・回答）
・第２グループ（質問・回答の別添資料）
・第３グループ（各種調査）
・メール

352 1 1 1

【質問】【回答】【追加質問】の一部
・補助金申請等に関する情報であって、公にすることにより、未成熟な情報が
確定した情報と誤解され都民の間に混乱を生じさせるおそれがあるため（東京
都情報公開条例第７条第５号）
・各区市町村が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることによ
り、区市町村との信頼関係が損なわれ、今後の事業運営上支障を及ぼすおそれ
があるため（東京都情報公開条例第７条第６号）
【図面】【スケジュール】の一部
・補助金申請等に関する情報であって、公にすることにより、未成熟な情報が
確定した情報と誤解され都民の間に混乱を生じさせるおそれがあるため（東京
都情報公開条例第７条第５号）
・各区市町村が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることによ
り、区市町村との信頼関係が損なわれ、今後の事業運営上支障を及ぼすおそれ
があるため（東京都情報公開条例第７条第６号）
【各項目記載事項】の一部
・補助金申請等に関する情報であって、公にすることにより、未成熟な情報が
確定した情報と誤解され都民の間に混乱を生じさせるおそれがあるため（東京
都情報公開条例第７条第５号）
・各区市町村が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることによ
り、区市町村との信頼関係が損なわれ、今後の事業運営上支障を及ぼすおそれ
があるため（東京都情報公開条例第７条第６号）

教育庁地域教育
支援部義務教育
課

9 R6.9.16 R6.11.15

・中央区との質問・回答・追加質問
・質問別添1-1_日本橋中学校改築準備協議会資料（第３回資料）
・質問別添1-2_スケジュール及び土地利用計画図（日本橋中学校の改築）
・質問別添2-1_晴海西小学校第二校舎の基本設計について
・質問別添2-2_晴海西小学校第二校舎の基本設計について
・中央区とのメール

43 1 1 1

【中央区との質問、回答、追加質問の内容の一部】
・中央区における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることに
より、外部からの干渉、圧力等により、行政内部の自由かつ率直な意見の交換
が妨げられ、意思決定の中立性が損なわれるおそれ及び未成熟な情報が確定し
た情報と誤解され都民の間に混乱を生じさせるおそれがあるため（東京都情報
公開条例第７条第５号に該当）
・中央区が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより信頼
関係が損なわれ、今後の事業運営上支障を及ぼすおそれがあるため（東京都情
報公開条例第７条第６号）
【現況図、土地利用計画図、土地利用計画（断面）概念図、整備スケジュー
ル、工事区分】
・中央区における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることに
より、外部からの干渉、圧力等により、行政内部の自由かつ率直な意見の交換
が妨げられ、意思決定の中立性が損なわれるおそれ及び未成熟な情報が確定し
た情報と誤解され都民の間に混乱を生じさせるおそれがあるため（東京都情報
公開条例第７条第５号に該当）
・中央区が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより信頼
関係が損なわれ、今後の事業運営上支障を及ぼすおそれがあるため（東京都情
報公開条例第７条第６号）

教育庁都立学校
教育部営繕課

10 R2.12.3 R6.11.15

公立小中学校事務共同実施支援事業で区市に補助金を交付しているが、それぞ
れの区市に交付している内容、内訳、予算、決算を示す２７、２８、２９、３
０、元年、２年年度別の文書全て。
上記のうち、平成27年度の文書（公立小中学校事務共同実施支援事業　実績報
告内訳書）。

6 1
教育庁総務部総
務課
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決定区分 （根拠規定）条例７条

11 R6.10.10 R6.11.15

メール「【文部科学省】「「令和の日本型学校教育」を担う質の高い教師の確
保のための環境整備に関する総合的な方策について（答申）」（令和６年８月
27 日中央教育審議会）を踏まえた取組の徹底等について（通知）」（人事部人
事計画課収受分）

1 1
教育庁人事部人
事計画課

12 R6.10.10 R6.11.15

メール「【文部科学省】「「令和の日本型学校教育」を担う質の高い教師の確
保のための環境整備に関する総合的な方策について（答申）」（令和６年８月
27 日中央教育審議会）を踏まえた取組の徹底等について（通知）」（総務部総
務課収受分）

1 1
教育庁総務部総
務課

13 R6.9.24 R6.11.19
・令和６年度「医療的ケア整備事業」実施に伴う指導医の依頼について
・令和５年度学校における医療的ケアに関する実態調査等について

17 1
都立墨東特別支
援学校

14 R6.9.24 R6.11.19

・令和６年度の校外における医療的ケアの取り組みについて検討をした会議体
の９月２４日時点までの全議事録
・●●氏、●●氏、分掌部保健部・看護部が担当し検討を実施した会議体（医
療的ケア安全委員会を含む。）
　その際の検討項目と決定項目が記されていること。

1 請求に係る公文書は作成及び取得しておらず、存在しないため。
都立墨東特別支
援学校

15 R6.11.8 R6.11.20

令和５年３月２３日付けの中学校等別評定割合（個表）
－都内公立中学校第３学年及び義務教育学校第９学年の令和４年１２月３１日
現在の評定（調査書記載の評定）状況－　調査対象６２２校（中等教育学校、
義務教育学校を含む。）のうち調査対象人員が４０人以下の学校等を除いた５
７５校

15 1
教育庁都立学校
教育部高等学校
教育課

16 R6.10.10 R6.11.21

・メール「【文部科学省】「「令和の日本型学校教育」を担う質の高い教師の
確保のための環境整備に関する総合的な方策について（答申）」（令和６年８
月27 日中央教育審議会）を踏まえた取組の徹底等について（通知）」（文部科
学省初等中等教育局財務課から各都道府県学校働き方改革担当者宛て）
・メール「【文部科学省】「「令和の日本型学校教育」を担う質の高い教師の
確保のための環境整備に関する総合的な方策について（答申）」（令和６年８
月27 日中央教育審議会）を踏まえた取組の徹底等について（通知）」（文部科
学省初等中等教育局財務課から各都道府県給与担当課宛て）
・【令和６年１０月３日付６教人勤第１５５号】「「令和の日本型学校教育」
を担う質の高い教師の確保のための環境整備に関する総合的な方策について
（答申）」（令和６年８月27 日中央教育審議会）を踏まえた取組の徹底等につ
いて（通知）（区市町村教育委員会教育長宛て）
・メール「【教育庁人事部勤労課】「「令和の日本型学校教育」を担う質の高
い教師の確保のための環境整備に関する総合的な方策について（答申）」（令
和６年８月27日中央教育審議会）を踏まえた取組の徹底等について（通知）」
（区市町村教育委員会宛て）
・【令和６年１０月３日付６教人勤第１５５号】「「令和の日本型学校教育」
を担う質の高い教師の確保のための環境整備に関する総合的な方策について
（答申）」（令和６年８月27 日中央教育審議会）を踏まえた取組の徹底等につ
いて（通知）（都立学校長宛て）
・メール「人事部勤労課【都立学校宛て】「「令和の日本型学校教育」を担う
質の高い教師の確保のための環境整備に関する総合的な方策について（答
申）」（令和６年８月27日中央教育審議会）を踏まえた取組の徹底等について
（通知）」（都立学校宛て）　等

10 1
教育庁人事部勤
労課
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決定区分 （根拠規定）条例７条

17 R6.9.25 R6.11.21 都立●●高校において現存する生徒会選挙の各候補あたりの票数がわかる文書 2 1 1

東京都情報公開条例第７条第２号に該当
生徒の氏名、学年、クラス、投票数、得票率及び当選／信任の結果は、個人に
関する情報で特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合するこ
とにより、特定の個人を識別することができるものを含む。）又は特定の個人
を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害
するおそれがあるものであり、東京都情報公開条例第７条第２号に該当するた
め。

都立●●高等学
校

18 R6.9.25 R6.11.21
都立●●高校において作成された生徒会選挙に係る文書のうち、不信任票が規
定の票数を上回った生徒に関する一切の記録

1
請求のあった文書があるかないかを明らかにすることで、不開示情報を開示し
てしまうこととなるため

都立●●高等学
校

19 R6.9.25 R6.11.21 事故報告書 1 1 1

東京都情報公開条例第７条第２号及び第６号に該当
事故報告書の事故者、被害者又は関係者等の情報は、公にすることで、個人に
関する情報で特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合するこ
とにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む）又は特
定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利
利益を害するおそれがあるものであるため（東京都情報公開条例第７条第２号
に該当）。
また、事故発生時の対応等が明らかになることで、学校運営の適正な遂行に支
障を及ぼすおそれがあるため（東京都情報公開条例第７条第６号に該当）。

都立田園調布高
等学校

20 R6.9.26 R6.11.21 校内遺失物に関する経緯 1 1 1
東京都情報公開条例第７条第２号に該当
生徒の氏名は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもので
あり、東京都情報公開条例第７条第２号に該当するため。

都立田園調布高
等学校

21 R6.9.26 R6.11.21 東京都立田園調布高等学校　対応記録 1 1 1

東京都情報公開条例第７条第２号及び第６号に該当
公にすることで個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの
（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることと
なるものを含む）を含むため（東京都情報公開条例第７条第２号に該当）。ま
た、公にすることで学校における対応等、学校運営の適正な遂行に支障を及ぼ
すおそれがある情報を含むため（東京都情報公開条例第７条第６号に該当）。

都立田園調布高
等学校

22 R6.11.18 R6.11.27

学校いじめ対策委員会の取り組み状況調査について
文書番号　27小松川高第235号　区分　生活指導　大項目　生徒指導
小項目 指導にかかる資料　細項目　その他の指導資料
保存期間 3年　保存期間満了後の措置 －
分類記号 G100020　決定年月日等 平成27年5月8日
所管局部課 教育庁 高等学校第６学区小松川高等学校

1
請求に係る公文書は保存期間が満了しており、既に廃棄済みであり存在しない
ため

都立小松川高等
学校

23 R6.11.18 R6.11.27

令和４年度第２回「ふれあい（いじめ防止強化）月間」の調査について
文書番号　04小松川高第1178号　区分　行事
大項目 学校行事　小項目　軽易な資料等
細項目 0　保存期間　1年　保存期間満了後の措置 廃棄
分類記号　C009000　決定年月日等 令和4年12月14日
所管局部課 教育庁 高等学校第６学区小松川高等学校

1
請求に係る公文書は保存期間が満了しており、既に廃棄済みであり存在しない
ため

都立小松川高等
学校
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24 R6.11.18 R6.11.27

いじめの認知件数及び対応状況把握のため調査について（回答）
文書番号　28小松川高第604号　区分　総務
大項目 照会・回答　小項目　東京都教育委員会その他内部機関からの調査・照
会に関すること。
細項目 重要な事項に関すること。　保存期間　3年
保存期間満了後の措置 －　分類記号　A502000
決定年月日等 平成28年8月2日
所管局部課　教育庁 高等学校第６学区小松川高等学校

1
請求に係る公文書は保存期間が満了しており、既に廃棄済みであり存在しない
ため

都立小松川高等
学校

25 R6.11.18 R6.11.27

いじめの認知件数及び対応状況把握のため調査について（回答）
文書番号 29小松川高第567号 区分 総務　大項目　調査
小項目 統計調査 細項目
○地方教育費調査、父母負担教育費調査、その他文科省又は教育委員会が実施
する統計調査 保存期間　3年  保存期間満了後の措置 －
分類記号　A301000 決定年月日等 平成29年8月4日
所管局部課　教育庁 高等学校第６学区小松川高等学校

1
請求に係る公文書は保存期間が満了しており、既に廃棄済みであり存在しない
ため

都立小松川高等
学校

26 R6.11.18 R6.11.27

いじめの認知件数及び対応状況把握のための調査について
文書番号 27小松川高第573号
区分 教務  大項目 生徒情報の管理
小項目 ○その他生徒指導に関する資料
細項目 0 保存期間 3年 保存期間満了後の措置 －
分類記号 D402000 決定年月日等 平成27年7月29日
所管局部課 教育庁 高等学校第６学区小松川高等学校

1
請求に係る公文書は保存期間が満了しており、既に廃棄済みであり存在しない
ため

都立小松川高等
学校

27 R6.11.18 R6.11.27

公開件名　ふれあい月間におけるいじめ防止等の対策の取組状況等に関する調
査（回答）文書番号　30小松川高第723号　区分　総務
大項目 調査　小項目　統計調査　細項目 ○地方教育費調査、父母負担教育費
調査、その他文科省又は教育委員会が実施する統計調査
保存期間　3年　保存期間満了後の措置　廃棄　分類記号　A100020　決定年月
日等　平成30年8月27日

1
請求に係る公文書は保存期間が満了しており、既に廃棄済みであり存在しない
ため

都立小松川高等
学校

28 R6.9.30 R6.11.27

・都内公立高等学校における令和元年～令和6年までの学校及びＰＴＡその他任
意団体の個人情報取り扱いに関する同意書
・都内公立高等学校において令和元年～令和6年現在までにＰＴＡ及びその他任
意団体に在校生の個人情報（保護者氏名、生徒氏名、学年、組、出席番号、在
校生の兄弟関係、住所、電話番番号等）をＰＴＡその他任意団体に提供した文
書
上記の請求について、該当の都立高等学校及び中等教育学校分

1 請求に係る公文書は作成及び取得しておらず、存在しないため
教育庁総務部総
務課

29 R6.11.18 R6.11.28

令和６年３月２８日付けの中学校等別評定割合（個表）
－都内公立中学校第３学年及び義務教育学校第９学年の令和５年１２月３１日
現在の評定（調査書記載の評定）状況－　調査対象６２１校（中等教育学校、
義務教育学校を含む。）のうち調査対象人員が４０人以下の学校等を除いた５
７５校における葛飾区の学校

2 1
教育庁都立学校
教育部高等学校
教育課


